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流
山
の
史
跡
・
史
実
を
検
討
す
る 

青
柳 

孝
司  

は
じ
め
に 

私
の
所
属
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
流
山
史
跡
ガ
イ
ド
の
会
は
、
平
成
一
九
年
開
催
の
中
央
公
民
館

事
業
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
流
山
史
跡
案
内
人
養
成
講
座
の
募
集
を
き
っ
か
け
に
発
足
、
以
来
、

活
動
は
一
五
年
と
な
る
。
そ
の
間
、
流
山
市
内
の
開
発
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
急
ピ
ッ
チ

に
進
み
目
を
見
張
る
ば
か
り
で
あ
る
。
史
跡
は
地
形
が
変
わ
り
道
路
や
住
宅
が
出
来
て
目

印
が
無
く
な
り
、
人
が
変
わ
る
と
、
人
の
記
憶
は
曖
昧
に
な
り
、
想
像
で
諸
説
が
生
ま
れ
、

ま
す
ま
す
真
実
が
遠
の
き
、
歴
史
的
価
値
を
失
っ
て
行
く
。
歴
史
上
の
史
跡
や
史
実
を
伝

え
る
こ
と
は
、
そ
の
時
代
を
生
き
る
者
の
役
目
で
あ
る
。
流
山
市
の
史
跡
・
史
実
の
中
か

ら
、
諸
説
あ
る
も
の
を
整
理
し
、
歴
史
的
根
拠
を
求
め
、
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。 

 

一 

流
山
小
学
校
が
千
葉
県
創
立
一
番
目
で
あ
る
こ
と
を
検
討
す
る 

明
治
五
年(

一
八
七
二)

八
月
、
明
治
政
府
は
国
民
皆
学
を
目
指
し
学
制
を
発
布
し
た
。

特
に
、
小
学
校
教
育
が
重
要
課
題
で
あ
る
と
し
、
全
国
の
県
庁
に
小
学
校
開
設
を
発
令
し

た
。 

当
時
、
流
山
は
印
旛
県
の
県
庁
所
在
地
で
あ
っ
た
の
で
、
県
令
河
瀬
秀
治
は
、
九
月
二
三

日
、
県
庁
に
近
い
流
山
二
丁
目
に
あ
る
常
與
寺
の
本
堂
を
校
舎
に
代
用
し
、
流
山
学
校
を

開
設
し
た
。
同
時
に
併
設
し
て
、
県
庁
官
員
の
出
資
の
も
と
、
教
員
養
成
所
「
印
旛
官
員

共
立
学
舎
」
も
開
設
さ
れ
た
。
そ
の
後
、「
印
旛
官
員
共
立
学
舎
」
は
、
明
治
六
年(

一
八

七
三)

六
月
一
五
日
の
県
庁
移
転
に
伴
い
、
千
葉
町
に
移
り
、
千
葉
学
校
、
千
葉
師
範
学

校
を
経
て
現
在
の
千
葉
大
学
教
育
学
部
と
な
っ
た
。
流
山
学
校
は
千
葉
県
創
立
一
番
の
小

学
校
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
旧
印
旛
県
と
千
葉
県
南
部
旧
木
更
津
県
の
学

校
の
歴
史
並
び
に
千
葉
大
学
は
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。 

１ 

ま
ず
、
基
準
と
な
る
前
提
は
、
明
治
五
年
八
月
の
明
治
政
府
の
「
学
制
発
布
」
に
基

づ
く
「
小
学
校
創
立
記
念
日
」
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
藩
校
や
寺
子
屋
の
開
学
日
が

基
準
で
は
な
い
。 

２ 

千
葉
県
立
中
央
図
書
館
発
行
『
千
葉
県
小
学
校
変
遷
一
覧
（
稿
）』
の
千
葉
県
下
全

小
学
校
「
創
立
年
度
」
に
よ
れ
ば
、
明
治
五
年
に
創
立
し
た
小
学
校
は
次
の
三
校
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
（
１
）
。 

 
 
 
 

流
山
小
学
校
（
明
五
年
） 

船
橋
小
学
校
（
明
五
年
） 

新
町
小
学
校
（
明
五
年
）
→
佐
倉
第
一
小
学
校(

昭
二
二)

→
現
在
は
佐
倉
小

学
校
（
昭
五
四)

と
佐
倉
東
小
学
校
（
昭
五
〇
）

に
分
か
れ
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

３ 

明
治
五
年
創
立
の
現
船
橋
小
学
校
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
「
創
立
記
念
日
は
明
治
五
年

(

一
八
七
二)
一
一
月
一
八
日
で
あ
る
」
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
流
山
研
究
に

お
ど
り
第
二
号
』
の
中
で
、
安
井
新
治
氏
は
「
千
葉
県
内
で
明
治
五
年
に
開
校
し
た
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の
は
、
流
山
学
校
と
船
橋
学
校
だ
け
で
あ
る
。
船
橋
の
場
合
、
共
立
学
舎
で
の
教
師

養
成
を
待
っ
て
い
ら
れ
な
い
と
、
有
志
が
四
百
円
を
寄
附
し
て
、
明
治
五
年
一
二
月

（
一
一
月
か
）
に
開
校
、
印
旛
県
か
ら
官
員
の
派
遣
を
求
め
た
。
開
校
式
に
は
河
瀬

県
令
も
立
ち
会
っ
て
い
る
。
明
治
六
年
開
校
の
学
校
は
、
ほ
ぼ
二
月
一
五
日
前
後
で

あ
る
」
と
記
述
し
て
い
る
（
２
）
。 

 
 
 

次
に
新
町
小
学
校(
明
五
年)

か
ら
佐
倉
第
一
小
学
校
を
経
て
、
現
在
に
至
っ
た
佐

倉
小
学
校
に
照
会
の
と
こ
ろ
、「
当
校
創
立
記
念
日
は
、
明
治
五
年(

一
八
七
二)

十

一
月
一
日
で
あ
る
」
と
回
答
さ
れ
た
。
佐
倉
東
小
学
校
の
創
立
記
念
日
は
、
昭
和
五

〇
年(

一
九
七
五)

四
月
一
日
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。 

４ 

次
に
、
現
千
葉
県
南
部
の
旧
上
総
・
安
房
国
を
母
体
と
し
た
旧
木
更
津
県
管
轄
下
の

明
治
五
年
度
に
創
立
し
た
小
学
校
の
「
存
在
有
無
」
を
確
認
す
る
。
前
記
『
小
学
校

変
遷
一
覧
（
稿
）』
で
全
校
調
査
し
た
。
旧
木
更
津
県
下
の
明
治
五
年
度
創
立
小
学

校
は
一
校
も
無
か
っ
た
。
す
べ
て
明
治
六
年
以
降
の
開
校
で
あ
っ
た
。
千
葉
県
発
行

の
『
千
葉
県
史
明
治
編
』
に
お
い
て
、「
木
更
津
県
下
で
最
も
早
く
開
業
す
る
こ
と

に
な
っ
た
小
学
校
は
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
三
月
、
望
陀
郡
木
更
津
村
等
一
八

校
等
で
、
明
治
五
年
中
に
創
立
さ
れ
た
小
学
校
は
無
い
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
安
房
・
上
総
両
国
は
、
江
戸
時
代
に
は
、
零
細
な
旗
本
知
行
所
や
幕
府
の
直
領
が

犬
牙
錯
綜
し
て
い
た
地
方
で
、
大
名
領
も
一
、
二
万
石
の
小
藩
が
点
在
す
る
状
態
で

あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
政
治
支
配
関
係
の
割
拠
性
が
、
教
育
上
に
悪
影
響
を
及

ぼ
し
、
一
貫
し
た
指
導
方
針
は
見
ら
れ
な
い
」
と
記
述
し
て
い
る
。
木
更
津
県
に
は
、

千
葉
大
学
の
前
身
と
な
る
「
印
旛
官
員
共
立
学
舎
」
に
相
当
す
る
教
員
養
成
所
や
付

属
小
学
校
は
出
来
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

５ 

因
み
に
、
千
葉
大
学
は
、
平
成
二
七
年
六
月
九
日
付
朝
日
新
聞
の
大
学
紹
介
の
記
事

に
お
い
て
、
学
校
の
沿
革
を
「
一
八
七
二
年
設
立
の
印
旛
官
員
共
立
学
舎
や
共
立
病

院
な
ど
を
前
身
と
し(

後
略)

」
と
大
学
紹
介
を
し
て
い
る
。 

よ
っ
て
、
流
山
市
立
流
山
小
学
校
は
、「
千
葉
県
全
体
の
創
立
一
番
の
小
学
校
」
で
あ
る
。 

 

二 

田
中
藩
本
多
家
の
流
山
所
領
開
始
時
期
と
初
代
船
戸
藩
主
に
つ
い
て 

田
中
藩
本
多
家
は
、
初
代
正
重
、
二
代
正
貫
、
三
代
正
直
、
四
代
正
永
で
あ
り
、
以
降
、

幕
末
一
二
代
正
訥
ま
で
続
い
た
。 

幕
末
当
時
の
本
多
家
領
地
は
、
本
拠
地
駿
河
国
田
中

（
現
静
岡
県
藤
枝
市
）
に
三
万
石
、「
下
総
国
の
内
」
に
一
万
石
を
領
し
た
。
流
山
市
域

は
加
村
・
鰭
ヶ
崎
村
・
東
深
井
村
・
西
深
井
村
の
四
か
村
で
あ
る
。
他
に
柏
、
我
孫
子
等

に
領
地
が
あ
っ
た
。
下
総
領
一
万
石
は
、
船
戸
代
官
所
と
藤
心
代
官
所
（
両
方
現
柏
市
）

で
管
理
し
て
い
た
。
支
配
領
地
は
、
将
軍
か
ら
朱
印
状
拝
領
で
決
ま
り
、
代
替
わ
り
毎
の

差
し
替
え
が
原
則
と
さ
れ
た
。
通
常
差
し
替
え
に
あ
た
り
「
控
え
」
を
と
っ
て
い
る
が
、

無
い
場
合
も
多
々
あ
っ
た
。 

『
流
山
市
史
近
世
資
料
編Ⅰ

』
記
載
の
「
本
多
侯
朱
印
状
」
は
、
寛
永
二
乙
丑
年
（
一

六
二
五
）
一
二
月
一
一
日
、
二
代
本
多
正
貫
が
徳
川
秀
忠
か
ら
拝
領
し
た
朱
印
状
（
領
地

目
録
）
で
あ
る
。
領
地
目
録
に
は
、
次
の
通
り
流
山
市
域
関
係
で
は
、
東
深
井
村
、
西
深

井
村
な
ど
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
３
）
。 

記
載
さ
れ
て
い
る
領
地
は
、「
下
総
香
取
郡
、
葛
飾
郡
の
う
ち
合
計
八
〇
〇
三
石
四
斗
。

中
村
一
一
〇
石
、
八
木
の
内
二
二
石
、
花
輪
村
一
四
一
石
、
東
深
井
村
九
五
石
九
斗
、
西

深
井
村
三
八
二
石
、
船
戸
村
一
三
一
石
八
斗
、(

以
下
後
略)

」
と
し
て
い
る
。 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
二
代
本
多
正
貫
の
石
高
は
八
〇
〇
〇
石
で
あ
り
、
領
地
は
前
記
の
と
お
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り
で
あ
る
。 

以
上
か
ら
、
流
山
の
所
領
開
始
時
期
は
、
二
代
本
多
正
貫
の
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
か

ら
で
あ
り
、
ま
た
、
身
分
は
旗
本
で
大
名
で
は
な
い
、
従
っ
て
、
船
戸
藩
一
万
石
と
な
っ

た
本
多
家
初
代
大
名
は
、
下
っ
て
四
代
本
多
正
永
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

現
状
、
本
多
家
初
代
正
重
の
一
万
石
朱
印
状
の
領
地
村
明
細
目
録
の
写
し
が
無
く
確
認

出
来
な
い
が
、
朱
印
状
と
は
別
に
、
徳
川
幕
府
の
史
料
で
あ
る
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
に

よ
る
と
、
武
功
抜
群
で
あ
っ
た
が
武
辺
直
言
の
初
代
正
重
は
、
徳
川
家
康
に
遠
ざ
け
ら
れ
、

慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
一
〇
月
、
初
め
て
、
家
康
か
ら
近
江
国
坂
田
郡
一
〇
〇
〇
石
を

拝
領
し
た
。
そ
の
後
、
家
康
没
後
の
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
七
月
、
二
代
秀
忠
に
引
き

立
て
ら
れ
、「
下
総
国
相
馬
郡
の
内
」
を
加
増
さ
れ
、
漸
く
一
万
石
の
大
名
に
な
っ
た
の

で
あ
る
（
本
拠
地
は
柏
市
船
戸
陣
屋
）
。
し
か
し
、
そ
れ
も
束
の
間
、
翌
年
元
和
三
年

（
一
六
一
七
）
七
月
三
日
、
京
都
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
多
家
初
代
正
重
は
、
僅

か
一
年
間
で
は
あ
る
が
、
船
戸
藩
一
万
石
の
大
名
で
あ
っ
た
。 

正
重
は
七
三
歳
の
高
齢
で
跡
継
ぎ
が
無
い
た
め
、
外
孫
（
正
重
の
娘
の
子
）
の
正
貫
が
養

子
と
な
り
、
一
三
才
で
本
多
家
二
代
を
継
い
だ
。
徳
川
秀
忠
は
、
寛
永
二
年
（
一
六
二

五
）、
二
千
石
を
収
公
し
、
正
貫
に
改
め
て
八
千
石
の
ご
朱
印
状
を
授
け
た
と
「
寛
政
重

修
諸
家
譜
」
は
記
述
し
て
い
る
。
続
く
三
代
の
正
直
も
八
千
石
で
旗
本
格
で
あ
っ
た
。
四

代
正
永
の
時
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
手
腕
を
認
め
ら
れ
、
漸
く
船
戸
藩
一
万
石
の
大

名
に
列
せ
ら
れ
た
。
更
に
、
元
禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
、
沼
田
城(

現
群
馬
県
沼
田
市)

を
拝
領
し
、
沼
田
藩
四
万
石
に
出
世
し
た
（
こ
の
時
、
本
拠
を
沼
田
に
移
転
し
、
以
後
父

祖
の
地
で
あ
る
下
総
相
馬
領
一
万
石
は
、
飛
地
領
扱
い
と
な
っ
た
）。
享
保
一
五
年
（
一

七
三
〇
）、
六
代
正
矩
の
時
、
沼
田
か
ら
駿
河
国
田
中
に
移
動
し
、
以
降
田
中
藩
本
多
家

と
呼
称
さ
れ
た
。 

注
意
す
べ
き
は
、「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
初
代
本
多
正
重
領
地
の

「
下
総
国
相
馬
郡
の
内
」
と
い
う
の
は
、
中
世
相
馬
氏
以
来
の
地
域
呼
称
で
あ
る
「
下
総

国
相
馬
領
の
内
」
を
指
す
。
本
多
家
の
下
総
相
馬
領
支
配
範
囲
は
、
中
相
馬
領
（
船
戸
代

官
所
管
理
）、
南
相
馬
領
（
藤
心
代
官
所
管
理
）
で
あ
り
、
初
代
正
重
か
ら
、
以
来
代
々

相
続
さ
れ
、
ほ
ぼ
所
領
は
不
変
で
あ
っ
た
。
特
に
東
深
井
村
・
西
深
井
村
支
配
は
、
元
和

二
年
（
一
六
一
六
）
の
初
代
正
重
の
時
代
か
ら
、
船
戸
村
と
共
に
中
相
馬
領
と
し
て
、
幕

末
（
一
八
六
八
）
ま
で
変
わ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

よ
っ
て
、
本
多
家
の
流
山
所
領
支
配
開
始
時
期
も
初
代
船
戸
藩
主
就
任
も
、
元
和
二 

（
一
六
一
六
）
七
月
で
あ
り
、
何
れ
も
本
多
家
初
代
正
重
で
あ
る
。 

 

三 

新
選
組
本
陣
跡
を
検
討 

 

恩
田
家
文
書
の
新
選
組
本
陣
の
長
岡
七
郎
兵
衛

と
永
岡
三
郎
兵
衛
は
、
同
一
人
物
か 

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
四
月
二
日
、
近
藤
勇
は
、
酒
造
業
永
岡
三
郎
兵
衛
の
「
永
岡

屋
敷
」（
長
岡
屋
と
も
い
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
）
に
新
選
組
最
後
の
本
陣
を
敷
い
た
。

現
在
の
、
酒
・
み
り
ん
・
新
選
組
お
み
や
げ
品
販
売
を
営
む
「
株
式
会
社
秋
元
」
の
場
所

で
あ
る
。
市
内
思
井
の
恩
田
家
に
残
さ
れ
た
日
記
に
は
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
四
月

三
日
の
項
に
、「
長
岡
七
郎
兵
衛
方
本
陣
ニ
相
成
、
此
の
家
に
大
将
大
久
保
大
和
・
内
藤

隼
人
両
人
其
の
外
大
勢
か
り
居
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
当
時
の
穀
物
仲
間
名
簿
に
は
長

岡
七
郎
兵
衛
の
名
は
無
く
、
同
名
簿
中
の
永
岡
三
郎
兵
衛
が
永
く
同
一
人
物
と
さ
れ
て
い

た
（
流
山
の
醸
造
業Ⅱ
参
照
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
秋
元
家
は
じ
め
地
元
の
語
り
継
ぎ
と
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流
山
市
教
育
委
員
会
の
同
一
人
物
推
定
説
が
歴
史
的
根
拠
と
な
っ
て
い
た
。 

永
岡
三
郎
兵
衛
は
、
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
か
ら
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
の
三
年

間
、
醸
造
業
を
営
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
新
選
組
騒
動
の
後
、
業
績
不
振
と
な
り
、

そ
の
後
、「
永
岡
屋
敷
」
は
、
現
在
の
秋
元
家
に
引
き
継
が
れ
た
。
秋
元
家
前
当
主
秋
元

浩
司
氏
に
よ
れ
ば
、
秋
元
家
敷
地
は
代
々
「
永
岡
屋
敷
」
の
名
称
で
あ
っ
た
と
証
言
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
敷
地
内
に
か
つ
て
あ
っ
た
大
規
模
な
二
階
建
て
酒
蔵
は
、
新
選
組
幹
部

が
起
居
し
た
建
物
と
さ
れ
て
い
る
。
秋
元
家
住
宅
土
蔵
前
に
は
、
そ
の
酒
蔵
の
土
台
石
が

残
り
、
博
物
館
に
は
、
取
り
壊
し
の
際
に
移
設
し
た
階
段
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
大
正
九

年
発
行
の
『
流
山
町
誌
』
で
は
、
簡
潔
に
「
根
郷
今
の
町
役
場
の
西
に
あ
た
る
空
き
地
が

陣
屋
跡
」
と
伝
え
て
い
る
だ
け
で
物
証
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。 

平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
）
暮
れ
、
秋
元
浩
司
氏
が
、
敷
地
内
に
あ
る
近
藤
勇
・
土
方

歳
三
等
が
戦
勝
祈
願
し
た
と
伝
わ
る
お
稲
荷
さ
ん
の
祠
内
（
取
り
壊
さ
れ
た
二
階
建
て
酒

蔵
の
北
隣
に
位
置
す
る
）
か
ら
幕
末
当
時
の
御
札
を
発
見
し
た
。
祠
の
奥
の
奥
扉
の
中
か

ら
見
つ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
御
札
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
箱
箱
書
き
に
、
永
岡
三
郎
兵
衛
が

開
業
し
た
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
に
祠
を
再
建
修
理
し
た
旨
の
文
言
と
署
名
が
発
見
さ

れ
た
（
４
）
。 

 
 

元
治
二
年
乙
丑
二
月
四
日
初
午 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
小
祠
再
建
勧
請
之 

 

永
岡
三
郎
兵
衛
恭
信 

花
押 

こ
の
発
見
に
よ
り
、
恩
田
家
文
書
の
長
岡
七
郎
兵
衛
と
永
岡
三
郎
兵
衛
が
、
同
一
人
物

で
あ
る
と
す
る
流
山
市
教
育
委
員
会
推
定
説
が
物
証
に
よ
り
初
め
て
確
認
さ
れ
た
。 

以
上
に
よ
り
、
秋
元
家
の
敷
地
が
、
近
藤
勇
の
本
陣
で
あ
る
醸
造
業
永
岡
三
郎
兵
衛
屋

敷
跡
で
あ
る
と
の
伝
え
が
、
こ
れ
に
よ
り
改
め
て
物
証
の
面
か
ら
も
確
認
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。 

ま
た
、
秋
元
家
住
宅
土
蔵
は
、
江
戸
時
代
建
立
と
い
わ
れ
、
三
河
屋
呉
服
店
か
ら
の
移
築

と
伝
わ
る
。
新
選
組
本
陣
跡
地
に
建
つ
土
蔵
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。
平
成
三
〇
年

（
二
〇
一
八
）
五
月
、「
秋
元
家
住
宅
土
蔵
」
と
し
て
国
登
録
有
形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
、

同
一
〇
月
、
所
有
者
の
秋
元
浩
司
氏
の
厚
意
に
よ
り
流
山
市
に
寄
附
さ
れ
た
。 

 

四 

東
福
寺
の
「
阪
川
治
水
記
」
記
念
碑
の
建
立
年
は
い
つ
か 

 
 

鰭
ケ
崎
の
東
福
寺
の
正
面
の
急
な
石
段
を
上
り
仁
王
門
を
潜
る
と
、
正
面
に
本
堂
、
参

道
の
左
手
奥
に
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
き
な
「
阪
川
治
水
記
」
の
石
碑
が
あ
る
。 

坂
川
は
、「
逆
川
」
と
も
言
わ
れ
、
た
び
た
び
洪
水
を
起
こ
し
、
多
く
の
地
域
住
民
を
苦

し
め
て
き
た
。
鰭
ケ
崎
の
名
主
渡
辺
家
の
充
房
・
寅
・
章
敬
の
三
代
が
、
安
永
一
〇
年

（
一
七
八
一
）
の
逆
川
掘
下
げ
出
願
開
始
か
ら
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
の
松
戸
宿
掘

下
げ
ま
で
、
更
に
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
の
国
府
台
下
延
長
完
了
ま
で
計
五
六
年
間
、

全
力
を
か
け
、
幾
多
の
苦
難
を
乗
り
越
え
逆
川
治
水
を
行
っ
た
。
ま
さ
に
、
地
域
農
民
の

血
と
汗
の
結
晶
で
あ
っ
た
。 

記
念
碑
建
立
に
は
「
慶
応
二
年
」
か
「
昭
和
三
年
」
か
の
説
が
あ
る
。 

手
掛
か
り
の
年
号
は
、
記
念
碑
面
文
後
尾
に
刻
ま
れ
て
い
る
「
慶
応
二
年
」（
一
八
六
六
）」

と
、
次
の
碑
面
右
下
に
、「
昭
和
三
年
」（
一
九
二
八
）」
と
刻
ま
れ
て
い
る
二
つ
で
あ
る
。 

故
渡
辺
庄
左
衛
門 

贈
従
五
位 

昭
和
三
年
一
一
月
一
〇
日 

宮
内
大
臣 

子
爵
一
木
喜
徳
撰 

そ
の
為
、
こ
の
叙
位
顕
彰
を
記
念
し
て
昭
和
三
年
に
碑
を
建
立
し
た
と
す
る
説
が
根
強
い
。 

二
つ
の
説
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
以
下
の
検
討
に
よ
り
記
念
碑
建
立
年
は
、「
慶
応
二
年
」
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で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

１ 
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
発
行
の
岩
田
僖
助
著
「
流
山
町
誌
」
の
東
福
寺
の
項
に
、

「
石
階
を
登
り
て
、
仁
王
門
を
潜
れ
ば
正
面
に
薬
師
堂
（
現
本
堂
・
筆
者
注
）
あ
り
、

左
は
渡
辺
章
敬
翁
の
碑
に
し
て
右
は(

以
下
後
略)

」
と
記
述
さ
れ
、
既
に
、
大
正
九

年
に
は
治
水
記
碑
の
存
在
を
伝
え
て
い
る
こ
と
。 

２ 

次
に
、
建
立
時
期
は
明
確
で
は
な
い
が
、
明
治
期
に
は
建
立
と
さ
れ
る
市
内
木
の
香

取
神
社
の
境
内
に
建
つ
「
木
村
堤
改
修
碑
」
の
石
碑
に
は
、「
坂
川
の
こ
と
は
、
鰭

ヶ
崎
邨
の
東
福
寺
境
内
に
建
て
る
治
水
記
に
し
る
し
て
伝
う
な
り(

後
略)

」
と
の
文

面
で
、
東
福
寺
境
内
の
「
阪
川
治
水
記
念
碑
」
の
存
在
を
伝
え
て
い
る
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
流

山
史
跡
ガ
イ
ド
の
会
佐
久
間
氏
の
木
村
堤
改
修
碑
解
読
を
参
考
）。 

３ 

ま
た
、
阪
川
治
水
記
念
碑
の
碑
文
後
半
の
文
面
に
、
石
碑
建
立
場
所
は
、「
六
社
の

祠
の
側
に
建
て
る
」
と
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
見
合
う
「
祠
」
と
思
し
き
も
の

が
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
当
時
、
東
福
寺
境
内
の
同
石
碑
の
横
に
在
っ
た

「
鰭
ケ
崎
六
社
」
の
祠
は
、
神
仏
分
離
令
に
よ
り
、
明
治
六
年
、
鰭
ケ
崎
村
鎮
守
の 

雷
神
社
に
移
転
合
祀
さ
れ
た
の
で
、
今
は
、
東
福
寺
境
内
に
は
無
い
こ
と
が
分
か
っ

た
（
雷
神
社
境
内
の
由
緒
碑
参
照
）。
従
っ
て
、
石
碑
建
立
当
時
に
は
、
碑
の
横
に

「
鰭
ケ
埼
六
社
」
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
阪
川
治
水
記
碑
は
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ

た
。
五
穀
豊
穣
を
も
た
ら
し
「
坂
川
」
と
名
を
改
め
た
喜
び
を
、
渡
辺
家
三
代
の
功
績
顕

彰
と
と
も
に
祖
先
の
労
苦
を
讃
え
建
立
し
た
記
念
碑
で
あ
る
。 

 

五 

「
赤
城
祠
碑
」
の
石
碑
の
建
立
年
は
い
つ
か 

流
山
本
町
の
宿
に
あ
る
赤
城
山

あ
か
ぎ
さ
ん

や
赤
城
神
社
は
、
流
山
地
名
伝
説
や
大
し
め
縄
行
事
で

有
名
で
あ
る
。
流
山
の
赤
城
山
は
、
約
八
百
年
前
の
建
長
年
間
に
上
州
赤
城
山
が
噴
火
し

て
（
又
は
山
火
事
と
も
）
山
の
一
部
が
崩
れ
、
そ
の
山
塊
が
洪
水
に
流
さ
れ
こ
の
地
に
流

れ
着
い
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
標
高
一
五
メ
ー
ト
ル
の
赤
城
山
の
階
段
を
登
る
と
す
ぐ

左
手
に
高
さ
約
二
メ
ー
ト
ル
の
石
碑
「
赤
城
祠
碑
」
が
こ
の
由
緒
を
伝
え
て
い
る
。 

石
碑
表
面
の
後
尾
に
、
年
号
、
書
家
名
、
石
工
名
の
刻
銘
が
見
え
る
。 

文
化
甲
戊

（
一
一
）

年 
 

信
州
筑
水
久
保
愛
撰
并
書 

海
郡 

松
壽
文
刻 

文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
は
、
流
山
白
み
り
ん
発
祥
と
さ
れ
る
年
で
あ
り
、
前
年
の
文

化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
は
、
逆
川
治
水
工
事
が
松
戸
宿
ま
で
完
成
し
た
年
で
あ
る
。 

「
赤
城
祠
碑
」
の
石
碑
裏
面
に
は
次
の
よ
う
に
刻
字
さ
れ
て
い
る
。 

敬
神 

 

昭
和
三
〇
年
未
年
秋
氏
子
一
同
熱
望
赤
城
大
社
境
内
整
美
実
施
に
着 

手
二
か
年
計
画
に
て
氏
子
崇
敬
者
よ
り
寄
進
を
募
り
金
一
二
〇
万
円 

を
以
っ
て
茲
に
竣
成
を
見
る
に
依
っ
て
記
し
記
念
と
す
る 

昭
和
三
二
年
丁
酉
一
〇
月
吉
日 

「
赤
城
祠
碑
」
の
石
碑
の
建
立
年
に
つ
い
て
、
三
つ
の
意
見
に
分
か
れ
て
い
る
。 

１ 

『
流
山
市
史
研
究
』
第
九
号
に
、
全
文
解
読
の
「
赤
城
祠
碑
考
」
の
論
文
に
よ
れ
ば
、

「
初
代
は
未
完
成
の
ま
ま
水
没
し
、
二
代
目
は
文
化
年
間
に
建
立
さ
れ
、
現
在
の
石

碑
は
、
昭
和
三
二
年
（
一
九
五
七
）
に
三
代
目
と
し
て
建
立
さ
れ
た
」
と
記
述
さ
れ

て
い
る
（
５
）
。 

２ 

石
碑
自
体
は
、「
昭
和
三
二
年
の
新
規
建
立
」
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。 

３ 

初
代
石
碑
は
、
文
化
九
年
の
洪
水
で
流
失
。
文
化
一
一
年
に
二
代
目
が
建
立
さ
れ
た
。 
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昭
和
三
二
年
に
、
二
代
目
の
石
を
使
っ
て
三
代
目
が
再
建
さ
れ
た
と
い
う
説
。 

そ
こ
で
、
い
ず
れ
が
正
し
い
か
具
体
的
に
状
況
や
風
景
を
掘
下
げ
、
現
在
の
「
赤
城
祠
碑
」

に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
い
と
思
う
。 

以
下
、
諸
史
料
か
ら
「
赤
城
祠
碑
」
の
記
述
を
探
し
出
し
検
討
す
る
。 

明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
発
行
堀
江
吟
山
編
纂
『
流
山
』
に
よ
れ
ば
、
前
置
き
文
の
流

山
町
沿
革
の
説
明
に
、「
口
碑
の
伝
う
る
所
と
赤
城
祠
碑
等
に
よ
り
総
合
し
、
流
山
の
往

古
は(

後
略)

」
と
「
赤
城
詞
碑
」
の
名
前
が
出
て
く
る
（
６
）
。
赤
城
神
社
の
項
目
に
は
、

神
社
由
緒
説
明
の
あ
と
、
後
尾
に
「
赤
城
祠
碑
」
と
題
し
全
文
を
掲
載
し
て
い
る
。
し
か 

し
、
建
立
場
所
の
記
述
は
無
い
。
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
発
行
『
流
山
案
内
』
並
び
に

大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
発
行
の
『
東
葛
飾
郡
誌
』
も
前
記
同
様
の
記
述
で
あ
る
。
大

正
九
年
（
一
九
二
〇
）
発
行
岩
田
僖
助
著
『
流
山
町
誌
』
に
は
、
赤
城
神
社
の
項
目
に
、

「
口
碑
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
流
山
の
地
名
は(

後
略)
」
の
記
述
の
み
で
、「
赤
城
祠

碑
」
の
名
前
す
ら
ど
こ
に
も
出
て
こ
な
い
。
ど
の
史
料
も
共
通
し
て
石
碑
の
場
所
が
記
さ

れ
て
い
な
い
。
当
時
は
階
段
を
登
っ
た
左
横
の
現
在
の
場
所
に
は
無
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

石
碑
自
体
は
、
江
戸
時
代
か
ら
有
っ
た
も
の
か
、
昭
和
三
二
年
に
造
っ
た
も
の
か
。 

明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
現
在
、
石
碑
自
体
が
存
在
し
た
の
は
間
違
い
な
い
と
思
う
。

全
文
掲
載
の
最
後
に
石
工
「
海
郡 

松
壽
」
の
名
前
が
あ
る
こ
と
で
も
、
石
碑
自
体
が
存

在
し
た
証
で
あ
る
。
ま
た
、
文
字
が
磨
滅
し
て
再
建
を
要
す
る
ほ
ど
傷
ん
で
い
た
と
は
思

わ
れ
な
い
。
赤
城
山
上
の
現
赤
城
祠
碑
の
石
碑
自
体
は
江
戸
時
代
の
も
の
だ
と
考
え
る
。

万
一
仮
に
、
『
流
山
市
史
研
究
』
第
九
号
記
述
の
昭
和
三
二
年
（
一
九
五
七
）
再
建
の

「
三
代
目
石
碑
」
だ
と
し
て
、「
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
の
石
碑
」
の
撰
文
を
そ
の

ま
ま
拓
本
転
記
し
た
と
し
て
も
、
当
時
の
石
工
の
名
前
「
海
郡
松
壽
文
刻
」
ま
で
転
記
す

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。「
祠
」
は
、「
ホ
コ
ラ
」
で
、
赤
城
神
社
を
指
し
、「
碑
」
は
赤

城
神
社
の
由
緒
や
坂
川
治
水
を
記
し
た
石
碑
自
体
を
指
す
と
考
え
る
。
以
上
か
ら
、
こ
の

時
点
で
、
石
碑
自
体
が
何
処
に
あ
っ
た
か
は
別
に
し
て
、
存
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
と

思
わ
れ
る
。 

し
か
し
、
地
元
高
齢
者
の
方
々
は
、
現
在
地
に
石
碑
が
あ
っ
た
記
憶
が
無
い
と
言
う
。

「
階
段
左
手
の
現
在
の
場
所
に
石
碑
は
無
か
っ
た
」、「
境
内
全
体
で
も
見
た
記
憶
は
な
い
」

と
か
、「
江
戸
川
改
修
工
事
で
江
戸
川
べ
り
か
ら
移
動
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
証

言
。「
階
段
上
っ
て
右
側
広
場
に
あ
っ
た
」
と
い
う
人
も
い
る
が
、
現
在
地
の
場
所
に
無

か
っ
た
と
い
う
意
見
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。 

そ
の
後
、
石
材
業
者
の
線
か
ら
の
追
及
の
手
掛
か
り
を
思
い
立
ち
、
再
度
石
碑
裏
面
の

五
〇
数
名
に
上
る
募
金
寄
付
者
氏
名
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
交
じ
り
最
終
行
氏
名

の
下
に
小
さ
く
「
刻
」
の
字
を
発
見
し
た
。「
梅
澤
廣
良
刻
」
と
あ
っ
た
。
梅
澤
家
を
訪

ね
た
。「
亡
父
梅
澤
廣
良
の
代
ま
で
石
材
業
を
営
ん
で
い
た
。
赤
城
祠
碑
の
裏
面
（
題
額

敬
神
・
筆
者
注
）
を
刻
銘
し
た
の
は
故
父
親
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
前
、
父
親
か
ら
は
、

石
碑
自
体
は
江
戸
川
べ
り
（
道
路
拡
張
で
消
滅
し
た
「
浄
円
坊
」
近
辺
と
判
断
さ
れ
る
・

筆
者
注
）
か
ら
赤
城
山
現
在
地
に
運
び
上
げ
た
と
伝
え
聞
い
て
い
る
」
と
い
う
貴
重
な
証

言
を
得
た
。
石
碑
裏
面
の
昭
和
三
二
年
（
一
九
五
七
）
刻
銘
の
意
味
は
、
そ
の
こ
ろ
、
江

戸
川
堤
防
の
か
さ
上
げ
改
修
計
画
開
始
の
頃
で
も
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
大
正
土
手
堤
防
周

辺
の
建
物
移
転
や
散
乱
し
た
石
造
物
整
理
の
一
環
と
し
て
、
又
、
終
戦
以
来
の
荒
廃
し
た

神
社
・
境
内
の
諸
々
の
整
美
完
了
の
年
を
記
念
し
て
、
江
戸
川
べ
り
に
あ
っ
た
文
化
一
一

年
（
一
八
一
四
）
作
成
の
「
赤
城
祠
碑
」
自
体
を
そ
の
ま
ま
流
用
し
、
そ
の
石
碑
裏
面
を

使
っ
て
境
内
整
備
趣
旨
並
び
に
寄
付
者
氏
名
を
追
刻
し
た
年
号
だ
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
川
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べ
り
か
ら
「
移
動
」
の
際
に
、
土
台
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

状
況
と
故
石
工
梅
澤
廣
良
氏
御
本
人
の
実
談
で
は
な
い
の
で
断
言
出
来
な
い
が
、
身
内
の

方
の
貴
重
な
証
言
を
も
っ
て
、
紆
余
曲
折
を
経
て
辿
り
着
い
た
現
時
点
で
の
結
論
と
し
た

い
。
従
っ
て
、
現
在
の
赤
城
祠
碑
は
、『
流
山
市
史
研
究
』
第
九
号
で
い
う
三
代
目
の
石

碑
で
あ
る
と
す
る
記
述
と
は
異
な
る
が
、
筆
者
と
し
て
は
現
在
の
石
碑
自
体
は
、
文
化
一

一
年
（
一
八
一
四
）
に
新
規
建
立
さ
れ
た
石
碑
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

六 

「
葛
飾
県
・
印
旛
県
県
庁
並
び
に
田
中
藩
本
多
家
加
村
台
御
屋
敷
跡
」 

の
正
門
跡
地
を
検
討
す
る 

幕
末
も
終
盤
を
迎
え
、
徳
川
幕
府
は
、
各
大
名
に
参
勤
交
代
の
緩
和
、
大
名
家
族
の
帰

国
、
江
戸
在
府
藩
士
の
削
減
を
許
可
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
田
中
藩
本
多
家
は
、
文
久
三

年
（
一
八
六
三
）、
江
戸
屋
敷
在
住
藩
士
家
族
の
移
住
先
確
保
の
た
め
、
田
中
藩
飛
地
領

加
村
坂
ノ
台
に
大
名
屋
敷
「
田
中
藩
本
多
家
加
村
台
御
屋
敷
」（
通
称
加
村
陣
屋
ま
た
は

田
中
陣
屋
と
い
う
）
を
新
設
し
た
。
諏
訪
道
沿
い
「
大
坂
」
中
程
の
表
門
を
入
り
、
北
に

向
か
っ
て
二
七
棟
の
武
家
長
屋
（
二
軒
長
屋
）
が
立
ち
並
び
、
奥
に
藩
主
御
殿
が
建
設
さ

れ
た
。
江
戸
在
住
藩
士
五
四
家
族
が
引
っ
越
し
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
、
五
年
後
の
明
治
元

年
（
一
八
六
八
）、
本
多
家
は
、
明
治
新
政
府
か
ら
安
房
長
尾
（
南
房
総
市
、
後
に
館
山

市
北
条
）
へ
の
移
封
を
命
じ
ら
れ
、
在
住
の
五
四
家
族
は
ま
た
も
や
引
越
し
と
な
り
、
翌

年
の
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
一
月
一
三
日
、
明
治
新
政
府
は
、「
加
村
台
御
屋
敷
」
を
、

房
総
で
最
初
に
設
置
し
た
「
葛
飾
県
」
の
県
庁
舎
に
指
定
し
た
。
そ
の
後
、「
印
旛
県
」

を
経
て
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
六
月
一
五
日
、「
千
葉
県
」
と
な
り
、
千
葉
町
に
県

庁
が
移
る
ま
で
、
こ
の
大
名
屋
敷
が
県
庁
舎
だ
っ
た
。
現
在
、
大
名
屋
敷
や
県
庁
に
関
す

る
遺
構
は
何
も
存
在
し
な
い
。
加
村
台
地
の
形
状
に
よ
り
位
置
特
定
が
可
能
で
あ
る
。 

本
多
家
大
名
屋
敷
の
「
表
門
」
は
、
そ
の
ま
ま
県
庁
の
「
正
門
」
に
使
わ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
博
物
館
の
『
加
村
台
遺
跡
―
一
九
七
六
年
度
発
掘
調
査
報
告
書
―
』
か

ら
、
県
庁
舎
正
門
位
置
の
検
討
を
試
み
た
（
後
部
別
添
図
１
・
２
・
３
・
４
参
照
）。 

一
般
的
に
は
、
私
た
ち
が
、
何
気
な
く
通
る
図
書
館
へ
の
道
、
即
ち
、
現
県
道
か
ら
マ
ン

シ
ョ
ン
横
と
椎
名
医
院
の
間
の
図
書
館
に
向
か
う
極
端
に
急
坂
な
細
い
陣
屋
道
（
仮
称
）

を
登
り
き
っ
た
場
所
辺
り
が
、「
県
庁
正
門
跡
」
で
あ
ろ
う
と
推
理
し
て
い
る
が
、
誤
り

で
あ
る
。
史
跡
地
の
検
討
を
試
み
る
。 

「
県
庁
正
門
跡
地
」
は
、
現
在
の
県
道
南
側
に
湾
曲
し
て
残
存
す
る
「
諏
訪
道
旧
道
」

と
、
そ
こ
か
ら
北
に
見
て
現
椎
名
医
院
横
の
「
陣
屋
道
」
と
が
交
わ
る
「
諏
訪
道
旧
道
東

側
緑
地
帯
」
の
植
え
込
み
の
場
所
と
特
定
さ
れ
る
。 

「
諏
訪
道
旧
道
の
大
坂
は
今
よ
り
急
で
、
自
転
車
通
学
の
中
学
生
に
と
っ
て
上
り
下
り

は
大
変
で
、
転
ん
で
ケ
ガ
を
し
て
椎
名
医
院
の
世
話
に
な
っ
た
」
と
の
話
が
伝
わ
る
。
陣

屋
道
自
体
も
「
今
よ
り
幅
も
狭
く
砂
利
の
小
道
だ
っ
た
」
と
い
う
。
今
の
諏
訪
道
旧
道
自

体
の
高
さ
も
削
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
今
、
想
像
し
が
た
い
が
、
別
添
の
周
辺
地
形
図
（
図

２
参
照
）
を
基
に
検
証
、
標
高
約
一
四
メ
ー
ト
ル
の
現
在
東
側
緑
地
帯
の
正
門
跡
推
定
地

か
ら
、
現
在
の
県
道
流
山
柏
線
を
大
き
く
跨
い
で
、
北
側
の
標
高
約
一
七
メ
ー
ト
ル
の
陣

屋
跡
台
地
に
向
か
う
高
低
差
の
登
り
坂
道
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
の
椎
名
医
院
横
の

陣
屋
道
の
急
坂
か
ら
判
断
し
て
、
今
の
県
道
部
分
は
相
当
掘
下
げ
て
い
る
。 

ま
し
や
呉
服
所
蔵
の
古
地
図
に
よ
れ
ば
、
県
庁
正
門
跡
推
定
地
は
、
当
時
、
一
二
四
七

番
地
で
約
百
坪
ほ
ど
の
桝
形
宅
地
の
「
官
有
地
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
出
来
た
（
７
）
。 

徐
々
に
、
県
庁
跡
地
は
、
殆
ど
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
が
、
千
葉
県
は
、
特
別
な
遺
跡 
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元医院 旧県道 

東側緑地帯 

○ 加村陣屋・県庁正門（旧道東側緑地帯） 

現医院 

図１ 旧本多家加村台御屋敷表門兼旧県庁舎正門の位置関係図（１）  

『加村台遺跡発掘調査報告書』流山市教育委員会、昭和五三年（一九七八）より 

○ 加村陣屋・県庁正門 

○ 

○ 

図２ 旧本多家加村台御屋敷表門兼県庁舎正門の位置関係図（２）  

大坂県道工事を『流山市教育委員会加村台遺跡発掘調査報告書』昭和５３年（１９７８）の地図に重ね合

わせる。 

図３の 

標柱位置 
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図４ 現在の同位置の風景 

手前は「市役所前旧道諏訪道東側緑地帯」である。丸い植木の辺りに上記図の「旧葛飾県庁跡」の白い標

識があったと推定される。手前左手に、県道にかけて元医院があった場所となる。手前緑地帯のすぐ向こ

うが現在の広い県道である。陰になって見えない。右が柏方向。 

図３ 旧本多家加村台御屋敷表門兼旧県庁舎正門跡の昭和４５年（１９７０）の風景 

『懐かしの流山Ⅱ』流山市教育委員会、平成２０年（２００８）より 



 

10 

 

と
し
て
「
県
庁
正
門
跡
地
」
だ
け
は
、
わ
ざ
わ
ざ
分
筆
し
て
「
官
有
地
」
と
し
て
大
切
に

残
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
、
昭
和
五
〇
年
頃
（
一
九
七
五
）
の
大

坂
の
県
道
工
事
を
契
機
に
官
有
地
地
番
も
周
辺
旧
状
も
す
べ
て
消
滅
し
、
何
の
変
哲
も
な

い
た
だ
の
広
い
道
路
や
道
路
端
の
普
通
の
緑
地
帯
に
様
変
わ
り
し
、
市
民
の
記
憶
が
失
わ

れ
た
。
昭
和
四
五
年
（
一
九
七
〇
）
撮
影
の
「
葛
飾
県
庁
跡
」
の
古
写
真
（
８
）

に
見
る
白

い
案
内
標
識
は
、「
葛
飾
県
庁
跡
・
流
山
市
」
と
読
み
取
れ
、
流
山
市
が
、
県
庁
正
門
跡

地
（
現
東
側
緑
地
帯
）
で
あ
る
旧
官
有
地
に
立
て
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
標
柱
復
活
を
望

み
た
い
。 

 

注 （
１
）
八
代
進
『
資
料
の
広
場
Ｎ
Ｏ
一
五
千
葉
県
小
学
校
変
遷
一
覧
（
稿
）』
千
葉
県
立

中
央
図
書
館
、
一
九
八
三
。 

（
２
）
安
井
新
治
「
明
治
初
年
の
頃
の
流
山
の
学
校
」『
流
山
研
究
に
お
ど
り
』
第
二
号
、

一
九
八
三
。 

（
３
）
流
山
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
流
山
市
史
近
世
資
料
編Ⅰ

』
流
山
市
教
育
委
員
会
、

一
九
八
七
。
本
多
侯
朱
印
状
。 

（
４
）
秋
元
家
所
蔵
。 

（
５
）
布
施
一
男
「
赤
城
祠
碑
考
」『
流
山
市
史
研
究
』
第
九
号
、
一
九
九
二
。 

（
６
） 

流
山
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
流
山
市
史 

近
代
資
料
編
・
流
山
町
誌
』
流
山

市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
三
。 

（
７
）「
下
総
国
葛
飾
郡
加
村
字
分
切
絵
図
」
ま
し
や
呉
服
古
坂
家
所
蔵
。 

（
８
）『
流
山
市
立
博
物
館
調
査
研
究
報
告
書
二
五 

懐
か
し
の
流
山Ⅱ

 

風
景
の
今
昔
』 

流
山
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
八
、
六
四
ペ
ー
ジ
。 

 

参
考
文
献 

流
山
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
流
山
市
史 

近
世
資
料
編Ⅱ

』
流
山
市
教
育
委
員
会 

『
千
葉
県
史
明
治
編
』
千
葉
県
、
三
版
、
一
九
八
九 

『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
一
一
本
多
氏
、
株
式
会
社
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
六
五 

流
山
市
立
博
物
館
編
『
流
山
市
立
博
物
館
調
査
研
究
報
告
書
二
二 

流
山
の
醸
造
業Ⅱ

 

本
文
編
』
流
山
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
五 

『
加
村
台
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
流
山
市
教
育
委
員
会
、
一
九
七
八 

（
あ
お
や
ぎ
・
こ
う
じ 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
流
山
史
跡
ガ
イ
ド
の
会
） 


